
男鹿市告示第４６号 

 

男鹿市風力発電メンテナンス等関連資格取得支援事業費補助金交付要綱

の一部を改正する告示を次のように定める。 

 

令和５年４月１日 

 

男鹿市長 菅 原 広 二    

 

男鹿市風力発電メンテナンス等関連資格取得支援事業費補助金交付

要綱の一部を改正する告示 

男鹿市風力発電メンテナンス等関連資格取得支援事業費補助金交付要綱

（令和４年男鹿市告示第３８号）の一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 市内事業者が風力発電、地熱発電、太

陽光発電、水力発電、バイオマス発電事業等

（以下、「風力発電等」という。）に参画

し、もって新たな雇用の創出、産業振興を図

るため、これらに関連する特殊高所作業技術

や潜水技術等の習得や更新を含む関連資格の

取得（以下、「資格取得等」という。）な

ど、人材育成を目的とした事業者の社員教育

及び資格取得に要する経費に対し、予算の範

囲内で男鹿市風力発電メンテナンス等関連資

格取得支援事業費補助金（以下「補助金」と

いう。）を市内事業者へ交付することについ

て、男鹿市補助金等交付規則（平成17年男鹿

市規則第40号。以下「規則」という。）に定

第１条 市内事業者が風力発電、地熱発電、太

陽光発電、水力発電又はバイオマス発電事業

（以下、「風力発電等」という。）に参画

し、もって新たな雇用の創出、産業振興を図

るため、これらに関連する特殊高所作業技術

や潜水技術等の習得など、人材育成を目的と

した事業者の社員教育及び資格取得に要する

経費に対し、予算の範囲内で男鹿市風力発電

メンテナンス等関連資格取得支援事業費補助

金（以下「補助金」という。）を市内事業者

へ交付することについて、男鹿市補助金等交

付規則（平成17年男鹿市規則第40号。以下

「規則」という。）に定めるもののほか、必

要な事項を定めるものとする。 



改正後 改正前 

めるもののほか、必要な事項を定めるものと

する。 

（定義） （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ この告示において、「資格」とは、事業者

が風力発電等に関する事業拡大及び技術向上

を図るために、その社員に取得又は更新させ

る資格又は免許であって、別表第１に掲げる

ものとする。 

３ この告示において、「資格」とは、事業者

が風力発電等に関する事業拡大及び技術向上

を図るために、その社員に取得させる資格又

は免許であって、別表第１に掲げるものとす

る。 

（補助対象経費） （補助対象経費） 

第４条 補助金の交付対象となる経費は、次の

各号のいずれにも該当する経費とする。 

第４条 次の各号を全て満たす経費を補助対象

とする。 

⑴ 補助対象者に正規雇用（期限に定めのな

い雇用をいう。）されている者が、風力発

電メンテナンス等に必要な資格取得等のた

めに支出される経費であること。 

⑴ 補助対象者に正規雇用（期限に定めのな

い雇用をいう。）されている者が、風力発

電メンテナンス等に必要な専門的知識や技

能、資格を習得するために支出される経費

であること。 

⑵及び⑶ （略） ⑵及び⑶ （略） 

（補助金の交付申請） （補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以

下、「申請者」という。）は、交付申請書

（様式第１号）に、以下の各号に定める書類

を添えて、受講等の申込の前までに市長に提

出しなければならない。 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以

下、「申請者）という。）は、男鹿市風力発

電メンテナンス等関連資格取得支援事業費補

助金交付申請書（様式第１号）に、以下の各

号に定める書類を添えて、受講等の申込の前

までに市長に提出しなければならない。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

２ （略） ２ （略） 

（補助金の交付決定等） （補助金の交付決定等） 

第７条 市長は、前条の交付申請について、規

則第６条の規定に基づき審査の上、交付する

ものと決定した場合には、交付決定通知書

（様式第４号）により、交付しないものと決

定した場合には、不交付決定通知書（様式第

５号）により通知するものとする。 

第７条 市長は、前条の交付申請について、規

則第６条の規定に基づき審査の上、交付する

ものと決定した場合には、男鹿市風力発電メ

ンテナンス等関連資格取得支援事業費補助金

交付決定通知書（様式第４号）により、交付

しないものと決定した場合には、男鹿市風力

発電メンテナンス等関連資格取得支援事業費

補助金不交付決定通知書（様式第５号）によ

り通知するものとする。 

２ （略） ２ （略） 

（実績報告） （実績報告） 

第11条 申請者は、補助事業が完了した場合、

補助事業が完了した日から起算して30日を経

第11条 申請者は、補助事業が完了した場合、

補助事業が完了した日から起算して30日を経



改正後 改正前 

過する日又は第７条に定める交付決定の日の

属する年度の３月31日のいずれか早い期日ま

でに、実績報告書（様式第６号）に、以下の

各号に定める書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

過する日又は第７条に定める交付決定の日の

属する年度の３月31日のいずれか早い期日ま

でに、男鹿市風力発電メンテナンス等関連資

格取得支援事業費補助金事業実績報告書（様

式第６号）に、以下の各号に定める書類を添

えて、市長に提出しなければならない。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

別表第２（第６条関係） 別表第２（第６条関係） 

種別 数

量 

摘要 

（略） 

登記簿謄本の

写し 

１  

（略） 
 

種別 数

量 

摘要 

（略） 

登記簿謄本 １  

（略） 
 

様式第１号（第６条関係） 様式第１号（第６条関係） 

  



改正後 改正前 

様式第４号（第７条関係） 様式第４号（第７条関係） 

  

様式第５号（第７条関係） 様式第５号（第７条関係） 

 
 



改正後 改正前 

様式第６号（第11条関係） 様式第６号（第11条関係） 

  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分及び太枠で示した部分である。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。  

（経過措置） 

２ この告示の施行の日前に改正前の男鹿市風力発電メンテナンス等関連資格取得支援事

業費補助金交付要綱の規定によってなされた処分、手続その他の行為であって、この告

示による改正後の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってなされた処分、

手続その他の行為とみなす。 


